
 
 

原発事故避難者を追い詰める 
期限を決めた自立の強制 

 
　　　　－住宅セーフテイネットの側面から－	

　　　　　　　　　　　　事務局長　瀬戸　	
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『五輪聖火』25市町村リレー！	
福島県ルート３月26日から３日間	
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政府は、避難指示の解除の要件として、①年間積算線量が20ミリシーベルト以下に 
なることが確実であること、②生活インフラが復旧していること、③県、市町村、住民と 
の十分な協議――を挙げ、避難指示を解除した。	

避難区域の状況（平成23年4月22日時点）	
避難区域の状況(平成31年4月10日時点）	
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現在の福島　　　富岡町　　　2019年1月18日 
 
・富岡町は2017年4月1日より北東部の帰還困難区域を除き、避難指示が解除され2017年3月6日より本庁舎で町
役場機能が一部再開している。 	

・富岡町の人口は、原発事故前は約16,000人いたが、12月1日時点で帰還人数は809人。帰還困難区域となって
いる3,000人を除き、帰還率5％となっている。2017年(3％)とほぼ同様で帰還は進んでいない。帰還世帯は高齢

者世帯が中心となっている。	
・特に子どものいる世帯の帰還率は低く、震災前の小中学生児童数は1学年200人程度であったが、現在は小中
学生全員で18人しかおらず、帰還率１％という状況である。	

・医療機関は、大病院は近くにはなく、近くの診療所も交代制で医師が勤務（一週間に２曜日の午前のみ診察）とい
う状況。調剤薬局が無いので薬をもらうには福島市まで行く。また買い物のできるスーパーも1ケ所のみと、生活イ

ンフラは未整備。	
　・常磐線は富岡駅から浪江駅は依然として不通（2020年度には復旧予定）であり、列車の便数は１日数便、土曜
日午後ではあるが人影は全く見えず閑散としている。	

・富岡町の中には有名な夜の森公園の桜並木がありますが、現在も途中から避難指示解除区域と帰還困難区域
で分断されたままです。 
　・駅前や交流館の周辺の線量は0.1µＳｖ以外であり、街中の除染は一定進んでいた。	

・富岡町の市中線量は下がっているが、道を外れた場所や山中は依然として高線量の地域が広がっている。この
ため殆どの市民が帰還していない。特に子どもの帰還率１％という状態は、学校そのものが存立しえない実態であ

る。同時に高齢者に極端に偏在した人口構成は、この町が近い将来誰も住まない街になることを示している。	
巨額の復興予算だけが期限付きで付与されているため、住民がいないのに立派な箱物ばかり作られている。	
・やはり富岡町は安心して住むことのできない地域であり、政府による形式的な帰還政策は破綻している。	
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富岡町の仮置き場　ドローンからの撮影	

Ruptly	TV（ロシアメディア）	
https://www.youtube.com/watch?v=5ZI9xrqTByY	
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現在の福島　2019年1月19日　　飯館村　長谷川健一さん 
 
・飯舘村は事故前には6300名が住んでいましたが、2019年1月1日付けの人口は863名です。実際長

谷川さんが暮らす前田地区は15世帯しか帰還していない。高齢者が多いようです。この地区には子ど
もがいません。ご自身の子どもやお孫さんにも「帰ってくるな！」と言っています。	
　・何故か？避難指示解除になっても、未だ放射能土壌汚染の数値が場所に寄って高いからです。そ

して辺り一面フレコンバッグ置き場と化している農地。不安でたまりません。	
　・2017年の年間被ばく量は2.4ミリシーベルト、原発事故前の被ばく線量は年間1ミリシーベルト。ご

自身もご家族も不安な思いが交差しています。 
・福島県には約2300万個のフレコンバッグが置かれており、飯舘村にはその1割の約230万個のフレ
コンバッグが置かれています。 
・2018年4月1日より小中一貫校が村内で再開しましたが、子どもは避難先の村外から通っています。
認定こども園入園から中学校卒業まで（0歳から15歳まで）、一般的な教育費やPTA会費、制服なども
教育にかかる費用は全て村が負担しています。村外から登校する子どもたちをスクールバスやタク

シーで送迎（無料）しています。	
　・「子どもを育てるなら飯舘村」。この様な施策によって貧困対策の打開策に手を打ったかのように見

せかけ、子どもたちを呼び寄せているように見られます。2019年4月からは、村民でなくても希望すれ
ばこの学校に通うことができるとのこと。	
　・飯舘村にはその他にも、巨大なスポーツ公園に、全天候型のテニスコート、そして野球場とサッカー

場。しめて64億円。私達が行った土曜日の午後には利用者は一人もおらず、人とすれ違うこともあり
ませんでした。	

・特別養護老人ホームもあり100床あるホームですが、現在は35名が入居中。介護の人出が無く施設
全体を運営できません。医療施設も出来てはいますが、一週間に2日しか診察日がなく、薬は隣の川
俣町まで行くしか無いようです。	
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【平成31年度予算案「子ども被災者支援法関連施策」各省庁のヒアリング】	

配布された「子ども被災者支援法基本方針に関する施策例」を見て唖然とした。	
「住宅の確保に関する支援」➡子育て世帯が早期に帰還し、安心して定住できる環境を整え、地域の復興を促
進するため、公的賃貸住宅の整備等を支援と記載されているのだ。	

―支援法の基本理念（第2条） は以下のとおりだ。― 
①正確な情報の提供②被災者自らの意思による居住、移動、帰還の選択の支援③放射線被ばく不安の早期

解消努力④被災者に対するいわれなき差別がないよう配慮⑤子ども（胎児含む）および妊婦に対する特別の
配慮⑥放射線影響の長期間にわたる確実な継続支援	
●今日のヒアリングでは文部科学省が小学生用と中高校生用計１４００万部を配布した「放射線副読本再改

訂版」が問題になった。「今なお、風評被害や偏見・差別が残っている」「それを払拭するために放射線に対す
る『正しい知識』を周知しなければならない」「正しい知識」とは、放射線はそれほど恐れる必要がなく、事故は

収束に向かっているという「虚偽」。	
「被害」を「風評」と呼び換え、放射線の「安全性」について「学校」をターゲットにしている。昨年秋のPTA全国
集会においても全配布し、福島県を修学旅行や校外学習の旅行先とするよう、やはり「学校」が第一のター

ゲットとされている。福島県からの強い要望が背景にある。副読本配布に１億７９００万円が使われ、教職員を
対象にセミナーを１７回、出前授業は１２５回を昨秋から実施されている。（半分は県内）、一方で保養予算は
既に1/3に縮小されている。	
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下線部には「除染により復興が進
んでいる」と書いてありますが、
避難解除でまちに帰り、復興を望
む住民もいる一方、避難したまま
帰らない・帰れない住民もたくさ

んいます。原発事故を巡り、住民
の分断や葛藤がいまも多くあるな
か、そういったことは何も触れな
い。	
	
「原発事故さえなければ」と言葉

を残して自ら命を絶った方もおら
れます。	
	
◆福島県では年間被ばく量を1ミリ

シーベルトから20ミリシーベルト
まで引き上げていることも副読本
のどこにも書かれていません。	



現在の福島　　　－福島県環境創造センター交流棟（愛称：コミュタン福島）－	
 
・コミュタン福島は、放射線やふくしまの環境の現状に関する展示のほか、360度全球型シアター、200人収容が可

能なホールなどを備えている。2018年9月、開設2年で20万人を超える来場者。福島県内の子どもたちは、小学５年
生を必須に中学生までの間に郊外学習として必ず訪れる施設との事。	
・環境創造シアターではコミュタンオリジナル番組の「放射線の話」「福島ルネッサンス」を見ました。放射線は自然界

にあり宇宙線や食べ物にも含まれており身近な物、また放射線によりＤＮＡが破壊されても人間には自然治癒力が
あり安全と錯覚するような内容でした。 
・シアター上映の内容に愕然した。放射線はもともと自然界にもあり、ここ福島は放射線量が下がり、世界の各都市
比較でも、「もう福島は大丈夫」と錯覚するメッセージから始まる。原発事故を起こした過去の反省もまったく無い、せ
めて放射能汚染された福島県で生活する為にはどのような事に気を付けるべきかを　学ばせるべきなのに、放射能

の健康被害はあまりないのだと子どもたちを洗脳する。責任論も反省もなく、できるだけ被害を小さく見せる「原発風
化センター」	
・上映後にパルシステム千葉の※※さんが涙を浮かべながら投影されるメッセージボードに書き込んだ。「子どもた

ちを騙さないで」福島県やこの国は総力あげて子どもたちの純粋な気持ちを利用して騙し続ける。	

11	



12	

◆12ページには「検査で健康に影響が及
ぶ数値はなかった」とも。	
	
福島県で甲状腺がん及びがんの疑いの
あるこどもが201人もいることは周知の事

実ですが、これについてもまったく無視し
ています。	



原発事故子ども被災者支援法は今どこに 
（2012年6月制定）	

 	 支援の内容 	

支援対象地域
にむ 
被災者 	

医療の確保、子どもの就学等援助、家庭・学校等における食の安全確保、自然体験活動等の施策、家族と離れ
て暮らすこととなった子どもに対する支援、除染、学校給食等についての放射性物質の検査など 	

支援対象地域
から 
避難した被災者 	

移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等の支援、就業の支援、移動先の地方公共団体による役務の
提供を円滑に受けることへの支援、支援対象地域の地方公共団体との関係の維持、家族と離れて暮らすことと
なった子どもに対する支援 	

帰還する被災者
への 
支援 	

移動の支援、住宅の確保に関する施策、就業の支援に関する施策、地方公共団体による役務の提供を円滑に
受けることへの支援、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援 	
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避難住宅は災害救助法を根拠に運用されてしまった。	

「災害救助法」の適⽤基準（災害により市町村の⼈⼝
に応じた⼀定数以上の住家の滅失がある場合）に基づ
き、４項の「救助の種類、程度、⽅法及び期間」�
(1)救助の種類 ① 避難所、応急仮設住宅の設置とい
う項⽬において、⾃主避難者への住宅に関する対応が

⾏われてきた（各都道府県が借り上げている⺠間賃貸
住宅 、または応急仮設住宅として位置付けた市町村営
住宅等）。�
災害救助法による救助は、都道府県知事が⾏い（法定
受託事務）、市町村⻑がこれを補助することになって

いる。また必要な場合は、救助の実施に関する事務の
⼀部を市町村⻑が⾏うこととすることができる。�
これにより、救助の主体は「福島県」でありつつ、国
策である原⼦⼒政策が被害をもたらしたにも関わらず
国は傍観者でいることが可能となり、「福島県」から

の要請という形で実際には各都道府県が対応の鍵を握
る形となっている。�

国 
原子力 
＝国策	

福島県 
事故 

当事者県	

都道府県 
受け入れ自治体	

15	



住宅支援打ち切りまでの経緯	

年月日	 内容	 発表・対応主体	

2011年3月11日	 東日本大震災、東京電力福島第一原発事故発生	 東京電力、政府	

2011年4月30日	 4項（1）①の借り上げ住宅に関する災害救助法発令	 都道府県知事	

2012年6月21日	 「子ども・被災者生活支援法」が衆議院本会議で可決成立	 政府	

2012年12月28日	
新規の県外借り上げ住宅（民間賃貸住宅のほか、自治体の公
営住宅、ＵＲ賃貸住宅、雇用促進住宅、国家公務員住宅等）の
受付を終了	

福島県	

2014年9月26日	
子ども被災者支援法に基づいて、避難指示区域を除いた福島
県中通り及び浜通り居住者を「支援対象避難者」と位置づけ、
公営住宅の優先入居について通知	

政府（復興庁）	

2015年5月	
「自主避難者の住宅支援を2017年3月末で終了する」ことを閣
議決定	

政府	

2015年6月15日	
2017年3月末をもって、自主避難者への借り上げ住宅の無償
供与を打ち切ることを発表（2020年までに県外避難者ゼロ目
標）	

福島県	

2015年8月25日	
子ども被災者支援法の基本方針改定を閣議決定、福島県によ
る自主避難者への無償住宅提供の打切方針を追認	

政府	

2015年10月	 都道府県宛に住宅確保の依頼通知を出し、対応を丸投げ	 福島県	

2015年11月11日	
借り上げ住宅に関して、福島県は都道府県宛にこの日までに国
への要望を上げるよう通達を出していたが（10月27日）、受理す
るもその内容を放置していた	

福島県	 16	



年月日	 内容	 発表・対応主体	

2015年12月	
対象者が極めて限定的である、公営住宅の確保、民間賃貸住宅の
家賃補助等の独自支援施策を打ち出す	 福島県	

2016年5月	
避難当事者に「2017年3月末をもって現在供与している、応急みなし
仮設住宅を退去するよう郵送文書で通告	

政府	

2016年8月25日	
2017年3月末をもって、応急仮設住宅供与終了を自主避難者に通
知	

福島県	

2017年3月末	

自主避難者の住宅支援を2017年3月末で終了 
①低所得避難者に限定して民間賃貸住宅避難者に月額3万円（2年
目＝2万円）の家賃補助を2年限定で実施 
②国家公務員住宅自主避難者へ2年限定で継続居住承認 
（但し有償）	

福島県 

2018年4月 

①民間賃貸住宅避難者への家賃補助を2019年3月で終了と発表	
②国家公務員住宅自主避難者への2019年3月末で退去、退去でき
ない場合は使用料2倍相当の請求をおこなう、住居賃貸契約書が避

難者に送付される。	
福島県	

2018年９月 
	

内堀知事が「富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域の応
急仮設住宅の無償提供を平成32年（2020年）3月末で終了」と発表
しました。同時に南相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解

除区域についても特定延長はあるものの予定通り来年3月末で終了
すると発表	

福島県	

2019年4月	

①民間賃貸住宅避難者1840世帯への家賃補助を2019年3月で終
了 
②国家公務員住宅自主避難者への2019年3月末で退去できなかっ

た避難者６３世帯に使用料2倍相当の請求開始 
（7月）	

福島県	
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避難の協同センターについて	

避難の協同センターは、2016年7月の結成以降、福島第一原発事故により、避難
した区域外（自主）避難者の住宅無償提供打ち切りが通告され、多くの避難者が
精神的に追い込まれている状況にある事から、住宅問題をはじめ避難者の生活
問題全般にわたる支援の仕組みをつくろうと2016年７月に設立され、住宅・健康・
就労・子育て・生活相談や生活サポート資源を活用した支援、孤立化防止と支え
あいの場づく り、国や福島県に対「避難の権利」保障のための総合的な支援策を
、求める活動など活動をすすめてきました。 
2017年3月末で政府・福島県は「区域外（自主）避難者の住宅無償提供を打ち切り
ました。４月以降、避難者の窮状が深刻化、生活保護申請同行や 
一時生活給付金支給、より低廉な住宅の住み 
替え、保証人代行など可能な支援を取組んで 
きました。	
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福島県の「避難者に対する帰還・生活再建に向けた総合的な
支援策」の個別相談会が開始された。	

・2016年5月、政府は「自主避難者の住宅支援を2017
年3月末で終了する」事を閣議決定、本年5月より避難
当事者に「2017年3月末をもって現在供与している、応
急みなし仮設住宅を退去する」事を郵送文書で通告し、
福島県、東京都の担当者で避難者に戸別訪問をおこ

なった。5月16日から、避難者面談が開催されたが、
避難者一人ひとりに、今住んでいるところから退去す
るよう命じるひどい対応だった。これがきっかけになり、
精神的に参ってしまって40日間の入院を余儀なくされ
た避難者が出た。	

・これに伴って、避難者の孤立や経済的な困窮が起き

ていることから、避難当事者と支援者が中心となって7
月12日、避難先での生活支援や情報共有、相談、そ
して自治体への支援の継続要望などを行う「避難の協
同センター」を設立した。	



生活費	
	

二重生活	
避難元の家のローン	

区域外、賠償低額/打ち切り	
貯金が底をつく状態	

仕事	
	

就業先がない、年齢制限	
慣れない仕事に就きストレス	

避難中なので就職を躊躇	
保育所順番待ち	

慣れない長時間の通勤	

損害賠償	
	

賠償の基準が低すぎる	
手続きが面倒	
対応が遅い	

認められない項目が多い	
賠償が打ち切りとなった	
区域で格差、不平等	

こころ	
	

夜眠れない	
気力がなくなった	
うつ病で通院中	

仕事ができる状態ではない	

からだ	
	

めまい、動悸が頻繁におきる	

薬が手放せなくなった	
病気を発症し仕事ができない	

配偶者の介護が大変	

コミュニティ	
	

相談できる人が周りにいない	
福島県内の友人と関係が悪化	
避難先の地域に溶け込めない	
「避難者＝よそ者」である辛さ	

避難者と思われたくない	
そっとしておいて欲しい	

家族・こども	
	

家族がバラバラ。二重生活	
夫・妻と離れた暮らし、孤独	
子供を転校させたくない	
甲状腺検査結果が心配	
離婚することになった	

住まい	
	

住み替えを認めてほしい	
借上の期間延長してほしい	
住居購入可能な賠償を	
県外にも復興公営住宅を	

不信	
東電、国への不信	

本当の事を隠している	
他人への不信	

あきらめ	
ふるさとには戻れない	
国、行政には期待しない	
無力感、喪失感	

不満	
東電、国、県の対応	
区域による支援の格差	

賠償格差	

不安	
見通しが立たない	
故郷に戻れない	
生活費、仕事、教育	

精神的苦痛	



	
－2年前の報告から－	

このままでは住まいを失います！　自主避難者の皆さんの声	

避難先� 相談内容�

都営住宅�

現在の避難居住地域である●●区の希望しか記⼊せず応募したが、落選してしまった。第⼀希望の抽
選に当選しない限り、せっかく築き上げてきた地域コミュニティとの関係や⼦どもの保育園や学校か
ら転校など余儀なくされる。�

当選したが、間取り数が半減してしまった。4⼈家族で37㎡に半減。�

仮に隣の部屋に当選しても、今の部屋は⼀度出て引っ越しという形となり、修繕費の負担、新しい部
屋の敷⾦2ヶ⽉、転居費⽤が発⽣する。負担が重すぎる。�

公務員住宅 �
収⼊要件から外れ申し込み対象外。公務員住宅は現段階で、3⽉末で退去を命じられている。�

⺟⼦避難で⽣活が厳しく、看護学校にいき資格取得し、働き始めたら申し込み要件を失った。�

雇⽤促進� 雇⽤促進は都営住宅の申し込み対象外。家賃が払い続けられない（新たに10万円以上の家賃発⽣）。�

その他 � 3⽉末の退去と転居は⼦どもの卒業式（3/25）転居期限（3/31）、時期的に引越し代も⾼く経済的に
無理がある。�

選択肢がない中、再喪失を迫られるという、異例の状況。	
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自主避難者の無償住宅提供打ち切り問題の結果　（2017年1月）	
	
・2017年3月末で打ち切りとなる県外自主避難者は12,436世帯、福島県と避難先都
道府県による戸別訪問が5月、8月の計2回実施、戸別訪問の結果が11月に発表され
ているが、県外避難者において4月以降の住まいが未確定の避難者が全体比で70％
のままです。1月初旬の読売新聞、毎日新聞の1面ＴＯＰ記事は避難先自治体での
支援格差が浮き彫りになっている事が報告された。関東では茨城・千葉・栃木な
どでは支援策はなかった。（その後、千葉県は県営住宅優先入居）	
	
・＜自主避難＞１０都道府県が住宅支援策　	
		
　	
	
	
	
	
	
	
	
	

22	



（東京都）	
【東京都】　�
福島県自主避難者向け都営住宅入居者募集　300戸※　結果　入居世帯　１４２
戸収入要件　21万４千円�
世帯要件　	
①一人親世帯（子どもは20歳未満）②高齢者世帯　③身心障がい者世帯　�
④多子（18歳未満の子３人以上世帯）⑤特に所得の低い世帯　�
⑥小さな子（小学校入学前の子ども２人以上）のいる世帯�
　応募できるのは東京都が供与していた住宅（都営、UR賃貸、国家公務員宿舎、
民間賃貸、都職員住宅）に入居していた６０２世帯、福島県が供与していた雇用促
進住宅、UR賃貸と区市住宅は不可。�
	
優先枠で入居できた場合でも、全て有償で、入居費用として敷金が請求される状
態となった。避難先自治体での支援格差も浮き彫りになり、関東では茨城・栃木･
群馬などで、現在においても支援策はなく、多くの避難者が自力で居住先を探す
しかなかった。民間賃貸は、4	月から大家と借主の直接契約に移行、「福島からの
避難者にはアパートを貸さない」などの報告もセンターに寄せられた。�
●原発災害による賠償責任が曖昧なまま、避難者の「被害者」という立場は脆弱な
ものとなり、生活困窮者向けの住宅支援に施策がすり替わってしまった。「支援され
る避難者」と「支援されない避難者」に分断されてしまった。　�



都営住宅の入居資格	
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埼玉県は、原則として収入月額158,000円以下（高
齢者・障がい者世帯等については214,000円以下） 	



福島県（復興庁）は2016年10月以降、区域外避難者数の公式集計を取り止
めてしまった。 
（2016年10月段階） 
県内への避難者　　　　12,757名　　　　　５，２９４世帯 
県外への避難者　　　　13,844名　　　　　５，２３０世帯 
計　　　　　　　　　　　　　26,601名　　　　１０，５２４世帯　 
 
聞き取りによると現段階の県外避難者数は約12,000名と言われている。	
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2017年5月に支援してきた母子避難のＡさんが、公園で変わり果て	

た姿で発見された。いつも子どもの事ばかり考えて避難後も子ども	
たちを進学させる為に昼間も夜も頑張って働いていた。二人の子ど	
もを大学に進学させた。その中での住宅無償提供打ち切り！	
私はせめて継続居住できるように一緒に動いた。	
継続居住が決まった時のＡさんの嬉しそうな姿が忘れら	
れない。	

Ａさんは夫からのＤＶを日常的に受けていた。Aさんは次のような言	
葉を何度も口にしていた。ダブルワークの上に、週末は月2回、夫の	
住む福島県へ深夜バスで通った。	
	
「テレビで大丈夫だと言っているのに皆、マスクをしている。馬鹿だ」	

、「逃げる必要など無い」と言う夫とは、放射線防護について意見が	
合わなかった。夫からは「月に2回、戻って来て家事をする事」、	
「2013年3月までに戻って来ないと離婚だ」と言われ続けた。	
�

「家族がバラバラになってしまった。原因をつくったのは私…」�
「夫が怒る気持ちも分かります。あゝ原発事故さえ無ければ…」�
　「私さえ放射能を気にしなければ、震災前のように暮らせたのかな…」�
「被曝リスクから逃れようと動いた事で家族をバラバラにしてしまった」�
�

支援してきたＡさんの自死 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今年の4月25日、昨年の3月に神奈川県川崎市雇用促進住宅を退去して「路頭に迷っている」と
連絡くれた区域外からの避難者の方から1年振りに避難の協同Ｃメールに連絡があった。その時
は生保同行する為に役所前で待ち合わせしたが表れてくれなかった。その後、自分で住み込み
の仕事を探すと言って連絡を絶ってしまった。あれから一年、現在、仕事も住居もなく、今日明日
どうするかの状態、携帯は使えないという。今日明日どうするかの状態、携帯は使えないという。

何とかGmailで連絡をとり渋谷区役所で何とか会えた。所持金は５円、荷物は何もなく服は着っ
ぱなしだった。１年間、代々木公園とネットCAFEで暮らしていた。とりあえず生保申請をおこない
今日からの住まいを確保、中野区の自宅近くの個室シェルターを確保、自家用車で向かい、個
室と３室の食事を確認して入所をお願いした。しかし生保申請正式面談まで5日間　渋谷区から
の少額貸付金は０円 
 

	
避難住宅を追い出されて1年　ホームレスに

なった避難者を保護 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●Ｂさんは避難後に甲状腺関連含む様々な病を併発して働ける状況にない。高校生の息子さんが
自らの力で大学進学しようとバイトで貯金している。大した金額ではないのだが、Ｂさんの所持金と
合算すると生活保護の住宅扶助を除いた月額生活扶助金額の1/2を超える事が却下の理由だっ
た。Ｂさん自身の所持金は少ない。でも役所は所持金が尽きた段階で再相談に来てくれと言ったそ
うだ。	

●役所の対応は、「〇〇だから駄目だ」を繰り返し、「所持金がなくなったら来い」と繰り返す。生活
扶助金1/2以上の金額以上を少しでも上回る事を認めない。たとえ、息子さんが自らの努力で進学
しようと努力しようとしていても。「生活保護家庭の子どもに大学進学は必要ない」そのような制度
の壁が立ちはだかる。息子さんは今日のために制度の不当性に怒りながら、貯金の半分の金額を
現物化していてくれた。どんなに無念だったか、Ｂさん家族は原発事故さえなかったら今のような状
況になる事はなかった。	

●午前にフードバンク事務所に寄ってＢさん家族に食べてもらう食べ物を車に積んだ。その後に生
保申請同行する事で、「生保申請却下はさせない。」生活に使える所持金は少ない。	
1か月も持続できない。⇒その後　40日後に受給可⇒車所有で打ち切り通告⇒不服申し立て中⇒
撤回させた。	

神奈川の母子世帯避難者Ｂさん　生保申請却下をめぐって	
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福島の仲間からＳＯＳが入る。郡山駅周辺で５名くらいのホームレスが暮らしている。各地方から除染作業のために集
まられ、作業が終わったから宿舎から追い出され、昨年11月から路上生活を強いられた。そのなかの1人の「やまちゃ
ん」の緊急対応が必要だと聞いた。残念な事に福島県にはホームレス支援団体がない。現地対応できるメンバーを探
し続けた。所持金はいくらか、元々の住所はどこか、健康状態はどうか、本人希望はどうか聞いたうえで対応しなけれ
ばと現地対応メンバーと相談する。	
	
私が本当に呆れたのは郡山市の対応だ。東京から郡山市の生活保護窓口に電話連絡した。市は無料定額宿泊所や
シェルターはなく、「当事者本人がアパートの住居確保をおこなってもらう」と平然と答えてきた。所持金も住所もなく、ど
うやってアパートを借りる事ができるのかと私は聞いた。そうしたら社協の貸付金を活用してくださいと言う。でも仕事の
見込みもなく住所もないＡさんには貸せない制度でしょ。東京の場合は私も同行支援しているが、生保申請して14日後
の申請結果受理と生活保護費支給を待つが、申請即日、シェルターなどの入居支援の対応がおこなわれる。即日、路
上生活から「屋根とふとんがある暮らし」がとりあえず保障される。⇒しかし、生活困窮者自立支援法の「一時生活支援
事業」は郡山市では取組んでいない。驚くべき実状です。シェルターがない場合はネットカフェ宿泊費用をだすべきで
しょう。とにかく愛知県から来た「やまちゃん」との面談と本人確認のもと生活保護申請が必要ですが、このような場合
の「居住支援」の施策を検討しなければいけません。⇒その後に生活保護受給でアパート入居⇒その後に行方不明	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

	
除染の仕事が打ち切られ、宿舎から追い出され、路上

生活へ、それでも郡山市はアパートは自分で探せ！ 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【2017年4月以降の限定された支援制度（？）】 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n 民間賃貸家賃等（賃貸借契約書記載の家賃、共益費、駐車場）の補助　 
　　　2017年1月～2018年3月分家賃等の1/2（一月あたり最大3万円） 
　　　2018年4月～2019年3月分家賃等の1/3（一月当たり最大2万円） 
　　（収入要件　月額所得 214,000円以下に限定）　 
　　　　　　⇒６０００世帯のうち２０００世帯 
 
n 住宅の賃貸借契約にかかる初期費用の補助　10万円 

n 国家公務員住宅避難者には2年間に限定して継続居住（全額有償） 
　　　⇒１５０世帯 
 

 



区域外避難者への最後の住宅支援打ち切りが強行された。	

１）国と福島県は2017年3月末で12,539世帯・32,312人の区域外避難者の住宅
無償提供を打ち切り、更に福島県は、激変対策として支援してきた僅かな施策を
2019年3月末で、全て終了させる方針を強行しました。	

　①国家公務員住宅に区域外から避難している１３０世帯に「2019年3月末での退去」」　 
　　「退去しない場合は2倍請求」など条項が記載された使用契約書締結が強要された。	

　②収入・世帯要件に該当する民間賃貸住宅避難者２０００世帯への家賃補助（月額最大２万　 
　　円）も終了させた。	

２）8月27日には内堀知事が住民の意見を十分に聞くことなく「富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘 
　　村の帰還困難区域の応急仮設住宅の無償提供を2020年3月末で終了」と発表、同時に南　 
　　相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域についても特定延長はあるものの予　 
　　定通り来年3月末で終了しました。	
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内閣改造まで復興大臣を務めた吉野正芳衆院議員は、記者会見でたびたび
「よろず相談所」について口にしていた。	
「全国に26か所の相談窓口を置いてございます。そこは何でも相談できる場
所で、まずは住まいのこと、そして自分が自立して働きたいと言えば働くとこ
ろの紹介とか、介護や医療の紹介とか、生活をするに当たって、よろず相談
というのを全国26か所に置いております………自主避難をしている方々に
対しては、国としてできることをきちんとやると。不十分であれば更なる支援を
私はしていきたいと、このように考えております」 
　　　　　　　　　　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難者の実態調査をお願いし　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　↓　　 

33	



支援打ち切りの根拠と問題点	

１）福島県が自ら区域外避難者の支援終了してきた事。福島県の決定を政府が追認する構造　 
　　にしている。	

２）「原発事故子ども・被災者支援法」は2012年6月に全会一致で成立した経緯がある。しかし 
　　区域外避難者の無償住宅提供打ち切りの経過含めて。国会、福島県議会の審議をおこなう 
　　事なく決定してきた経緯がある。	

３）「国家公務員住宅居住問題」の交渉でも明確になったが、“福島県が自ら区域外避難者の支　 
　　援終了”を明言している事だ。国家公務員住宅の所有責任を負う財務省理財局は政府交渉 
　　の場で、“福島県の要請があれば、居住延長など前向きな検討をおこなう。”との答弁があっ　 
　　たが、福島県自ら区域外避難者の支援終了”を明言している	

４）福島県の支援終了理由は	

　　①福島県では普通に人々が暮らしている。県民感情を踏まえた時に区域外避難者だけを支　　 
　　援する訳にはいかない。⇒公平性	

　　②原発事故から８年を経過している。そろそろ自立をお願いしたい。 
　　　⇒期限を決めた自立の強制 
５）2016年10月以降、政府や福島県は、「区域外避難者の実数公表、生活実態と意向調査」を　　 
　　一切実施する事無く、支援を先に打ち切った。復興庁の被災者支援総合交付金を活用した　 
　　全国２６ヶ所の「生活再建支援拠点」の「個別相談対応」に対応を移行させた事だ。	
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 避難者⽀援における課題（新潟県精神福祉協会資料より） 

     ①個⼈情報保護の問題          

  ②みなし仮設住宅⼊居による分散居住 

  ③原発・損害賠償の問題         
  ④経済的問題（強制避難と⾃主避難者の格差） 

  ⑤コミュニティの不在 

  ⑥家族関係の問題（離婚や家族関係の悪化、⼆重⽣活、⼦育て） 

  ⑦⾵⼟・⽂化・習慣の違い 

  ⑧福島県内（避難元市町村）の情報の不⾜   
  ⑨避難先・避難元市町村の連携がない   
  ⑩避難者の客観的事実の把握が困難 

  ⑪震災前からの問題の顕在化 

  ⑫避難先⾃治体の理解の格差  

  ⑬⽀援関係機関の連携は困難 

  ⑭⻑期化による震災の⾵化・⾵評被害・差別・偏⾒・避難者であることを隠す 

  ⑮今後、⽀援を「誰が」「どこまで」「いつまで」するのか？ 

  ⑯県外避難者を⽀援するための知⾒は不充分 

  ⑰⽀援にあたる専⾨職等の不⾜ 



避難者の⽣活再建のための⽀援策とは ①�
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経済的な⼼配が強い
まま⼼のケアだけし
ても・・�

⼼のケア（名簿なし）�

多くの相談ダイヤル（相談対応者
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⾼速バスの無料⽀援�

住宅マッチング⽀援�
震災前は普
通にあった
ものでは？�

個別に解決しても・・・ 
コーディネーターの不在�

進
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家賃補助（⾃主はH31.3終了）�
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「よろず相談拠点」の報告書を情報公開で入手。内容をよく読むと公表され
ては拙いのだろう。避難者の困窮、仮に避難者が相談しても解決できない
事が大半」経済的支援が必要と提起 
全国に26ある「生活再建支援拠点」（いわゆる「よろず相談所」、以下拠点）による相
談会実施実績、避難者から寄せられた相談内容の集計と主な事例、拠点スタッフに

よる活動報告と課題提起が盛り込まれている。 
 
 
 
「全国２６ヶ所の生活再建支援拠点」の相談業務の事業報告書を入手した。福島県

の情報公開制度を利用しないと入手できないし、一般的に公表されていない。内容を
よく読むと公表されては拙いのだろう。吉野前復興大臣が強調してきた「全国２６か所
のよろず相談所で避難者個別の状況に応じてきめ細やかな支援をおこなっている。」	
・しかし事業報告書には、避難者の悲痛な声や「相談業務」に携わっている地域のＮ

ＰＯスタッフたちの葛藤・怒りが詰まっていた。「経済的に厳しく家賃支払いが困難、
引っ越し費用が用意できない、住居入居の際の保証人が確保できない、住宅の更新
を不動産屋に断られた。」そして私の直近の対応事例では、応急仮設住宅供与終了
から来年3月で2年、住居更新料が払えなく、払えないと退去しなければいけない。こ
のような相談に対して各地の相談拠点では「給付など経済的支援制度に乏しく、生活

保護や社協などの貸付金に繋ぐしかない。重度精神ストレスなどで就労できない方
は貸付対象から外れる。単身世帯は公営住宅にも応募できない。相談現場では「傾
聴するしかなかった。」という声が多数報告されている。	
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●2018年、避難の協同センターでは「原発事故子ども被災者支援法議員連盟」の国会議員と連携した「自主避
難者ヒアリングミーティング」を東京・新潟・福島・神奈川・京都で開催しました。 
 
●南相馬から避難された母子避難のＡさんが涙を流しながら強く訴えた。「南相馬から東京に避難。東雲住宅に
住んでいる。収束宣言のせいで、夫が福島県に帰る。福島からきたということで、いじめがはじまった。世帯要件
で都営に入れない。働ければ働くほど、状況が悪化。どのように住まいを確保すればよいのか。生活の基盤が
ゆらいでいる。３月末で居住期限がきれる。５年とか10年というスパンでなんとかしてほしい。何も無償ということ
を言っていない。なぜ、こうなったかということも考えてほしい。好きで東京にきたわけではない。原発事故後に自
衛隊の人が一軒一軒訪ねて、「避難しなさい」と。空間線量だけではなく、健康不安がある。科学的に根拠があ
るとかないとかいう話ではない。 
 
－「区域外避難者の声を聴く会IN京都」にて 
「原発避難者で“生活困窮になったら生活保護につなげれば良い”そのような対応は止めてほしい。何
故に生活困窮に陥ったのか、陥る前に、居住保障を基本に経済支援を継続すべきだ。」 
●いわき市から母子避難して、生活困窮者自立支援相談員としても活動されている高木久美子さん 
 
「相談支援では何も解決できない。給付支援が必要だ。「原発避難者で“生活困窮になったら生活保護
につなげれば良い”そのような対応は止めてほしい。何故に生活困窮に陥ったのか、陥る前に居住保障
を基本に経済支援を継続すべきだ。」	
	
	

　「避難者と国会議員のヒアリングミーティング」にて	
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1月26日、国家公務員東雲住宅の「避難の協同センター」主催の住宅相談会にて 
 

〇１月末になっても２０％に満たない世帯しか住まいが決まっていないのに、福島
県は「3月末での退去、退去しない場合は２倍の使用料請求をおこなう」方針を変
更しません。「皆さんにこれこれの住宅を確保したのでそこへの引越しはどうです
か」など、公的住宅か同等の条件の住宅を示したり、「これこれの家賃補助と引越
し費用を給付するのでどうでしょう」とか対案を出して退去をお願いするなど、最低
限の誠意すら見せるべきなのに、今日、避難者の方から「３月１０日までに転居先
が決まらないと転居費用補助１０万円が支給されないから焦っています。自分の
希望する物件ではない。千葉県の＊＊駅から徒歩３０分もかかる。躊躇していま
す。」会場に来ていた福島県の生活拠点課職員に聞いた。「なぜ３月１０日で転居
費用補助申請が終了するのか？」福島県職員は答えた。「来年度から区域外避難
者への経済支援予算は０円、　３月１０日まで申請頂かないと、年度内経費執行で
きない。」 
〇今日の参加者７名の状況は二つに分類された。❶都営住宅の応募資格があり
申し込んでいるが当選できない。（近隣に応募できる都営住宅は 
なく市部に応募するしかない） 
❷単身世帯で公営住宅などの申し込み資格がない。非正規雇用と低賃金で民間
賃貸の家賃支払いと転居費用捻出が厳しい。	
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原発避難者住宅問題」緊急ホットライン取り組み報告	

年代 避難先 住宅種別 家族形態 内容詳細 対応回答

1 ４０代 国家公務員 単身 3月末まで退去を迫られている。非正規で収入が少ない。勤務先に近い地域の居住支援を継続中

2 30代 国家公務員 単身 3月末まで退去を迫られている。非正規で収入が少ない。勤務先に近い地域の居住支援を継続中

3 ６０代 国家公務員 家族 3月末まで退去を迫られている。 都営住宅公募で当選　資格審査で失格

4 30代 国家公務員 単身 3月末まで退去を迫られている。鬱病で退去困難 結果的に神奈川県に転居決定

5 ５０代 国家公務員 母子 3/27都営住宅転居：退去時の荷物返却の不誠実対応 福島県と交渉しエアコンや備品を運ぶ事なく転居

6 ４０代 国家公務員 兄弟 3月末まで退去を迫られている。障害があり転居困難 居住支援をおこない、その後就労など自立支援

7 30代 国家公務員 単身 3月末まで退去を迫られている。 勤務先に近い地域の居住支援を継続中

8 ５０代 国家公務員 家族 3月末まで退去を迫られている。福島県のやり方おかしい

9 ４０代 国家公務員 家族 3月末まで退去を迫られている。 居住支援をおこなったが自ら家賃１２．６万の住宅を契約

10 20代 国家公務員 家族 3月末まで退去を迫られている。親も私も鬱病で動けない 生活拠点課に所在確認したが、川内村の避難者はいない。

１．国家公務員住宅避難者　相談対応件数　１０件	

〇国家公務員住宅１１０世帯の３月限りで入居期限、退去できない場合は「不正入居」とみな　　 
　　し2倍使用料請求をおこなう福島県の決定、しかし、ホットライン実施時において８０％を超　 
　　える避難者が4月以降の住まいが決まっていない状況下で取り組まれました。 
〇単身世帯避難者が４件を占めている。単身世帯は公営住宅の入居資格要件を持たない。	
　相談を頂いた避難者は東京で非正規職しか仕事がなく年収が２００万円に届かない状態、	
　国家公務員住宅から民間住宅への転居は家賃が高く、生活を圧迫する。転居費用（引っ越　 
　し、入居）も不足している。	



45	

〇支援現況　	
①３０代～４０代の相談者は個別に居住支援を自立生活サポートセン
ターもやいが中心に対応している。３世帯は4月末には転居完了できる
状況、できる限り、内見も同行し勤務先から遠くなく、経済的負担が軽
い物件を紹介できている。	
②居住相談の支援中に収入から見ても高額な家賃の住宅を契約した
り、日々の福島県の「退去の働きかけ」で精神的に耐えられず、知人宅
に転居する事例や福島県に帰還する事例も見られた。	
③家族に障害を抱え転居が困難な家族の居住支援を引き続きおこ
なっている。支援方針は、生活支援を先行、安定後に居住支援をおこ
なう事が、本人の精神状態から見て必要だと判断している。福島県に
は状況説明し、転居を強要しない協力を求めている。	
④60歳を超えて都営住宅に公募しても当選できない。相談者以外で相
談会に来られた避難者の方からも同様の声が届いている。たとえ4月
に当選しても入居日は6か月後が平均である。都営申し込み資格があ
る避難者の方には欠かさず申し込みを続けるよう助言している。	
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨年８月に内堀知事が、住民　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の意見を十分に聞くことなく、　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浪江町などの帰還困難区域 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の応急仮設住宅の無 償提供 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を「2020 年３月末で終了す 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」と発表しました。同時に避 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難指示解除区域についても「 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定延長」はあるものの予 定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通り今年３月末で終了すると 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しています。しかし、昨年避難 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指示が解除された区域の平 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　均居住率は未だ 20％以下で、  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難者の多くは避難先に住 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み続けているのが現状です。	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あと１年後には同様の追い出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しをおこなうのでしょうか。	
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原発事故から８年を経過している。そろそろ自立をお願いしたい。 
　　　加害者が期限を決めた自立の強制　　強烈な違和感 
 
　　　　最大の問題は避難者の｢自己肯定感の喪失」＝自己否定へ 

避難先で「自立」をめざせばめざすほど、
当事者は、非人間的な環境へと順応を
要請させられる。しかしながら破壊され
た環境は、当事者自身を安定的に「自
立」させるようなものではないから、破壊
された環境によって今度は精神状態が
不安定になっていく。避難からの年数と
「自立」は両立しえない。	

「溜め」を失った社会が「溜め」のない個人をつくる	
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年齢別の貧困世帯率	
年齢が上がるほど，貧困世帯の出現率
は高くなりますね。また当然ながら，単
身世帯に限ると貧困率は高くなります。
高齢の単身世帯では，おおむね6割以
上が貧困と判定されます。最も注目す
べきは母子世帯。配偶者のいない母親
と18歳未満の子だけからなる世帯です
が，この群に限定すると，年齢を問わず
半分以上が貧困です。母子世帯の貧困
率曲線は右下がりですが，幼子がいる
母子世帯の母親の場合，フルタイム就
業がままならないためでしょう。一人親
世帯の貧困率の国際比較をしましたが，
日本は，親が就業している世帯のほう
が就業していない世帯よりも貧困度が
高いのです。一言すれば，一人親世帯
の親が働いても公的扶助の水準に届か
ない社会です。まぎれもなく社会問題で
す。	



生活保護の手前にできた、もう1つのセーフティネット 
　　「生活困窮者自立支援制度」	

「生活困窮者自立支援制度」は、働く意思がある人を対象に、一時的に
支援して自立をうながす制度です。	



自立支援制度の問題点と課題	

任意事業は地域毎に、 実施・未実施の差が生じている	

経済的な給付はほとんどない。生活に困窮している人たちにとって、最低限
のお金は必要不可欠です。	

唯一の経済給付は「住居確保給付金」ですが、家賃補助（三カ月）の対象を離
職者に限定しており、非常に使い勝手が悪い。	

就労に偏った支援	
　相談窓口業務は民間委託が可能です。受託した事業者は実績を求められま
す。新規利用を減らせば就職率は上がるので、再就職ができそうな人にしか
給付金の利用を認めないなどの運用になりかねません。	
　すでにパソナなどの人材派遣会社に委託する自治体も。	
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「藤田孝典さん（ＮＰＯ法人ほっとプラス代表）の講演	
「現代の貧困と住宅問題」 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●・ベーシックインカムなど、現金給付が議論されることがあるけれども、優先すべきは国民にとってのBS
（ベーシックサービス）を拡充する事が必要。住宅、教育、介護、保育などを無償化させていくことが必要、	
・単身世帯が増え続け、30代前半では4分の1に、単身女性は3割が相対的貧困／6割は低所得の非正規雇
用。母子世帯は124万世帯、経済的困窮から1割以上が家賃滞納を経験。不安定就労層になると、住居費は
収入の５割前後。無年金は118万人、低所得者ほど借家あるいは単身者。	
・特に低所得者は、家賃負担が大きい。何のお金がなくなれば生活は楽になりますか。それは住宅。ヨーロッ
パでは、普遍的で幅広い社会住宅や住宅手当が拡充されている。だからこそ、住宅は自己責任で自分で確
保するものという意識を転換させていくことが大事。母子家庭が働いても苦しいのは、母子家庭のお母さんが
非正規の割合が高く、非正規だと社宅にも入るのが難しい。	
・ほっとプラスに相談にくる方は、精神疾患をわずらっている方が多く、派遣で収入が安定しないなど、「家賃
が払えない」ということが常に頭の中から離れないことがストレスになっている。「住まいの安心」が精神疾患
率も下げる。	
・ひきこもり対策としても、住宅政策が大事。家族関係が悪くても実家を出られない若年層がいて、家庭内暴
力や共依存を生んでしまい、「監獄化」する実家という状況。ヨーロッパでは、 
個人主義で、成人後は社会手当として家賃補助がある。単身世帯やシングル 
ペアレント世帯も使えている。	
・藤田さんはまとめとして以下を提起。「教育、医療、介護、保育、住宅などから 
順次、市場の商品化と切り離していく政策が必要。賃金だけではなく賃金＋社 
会保障給付モデルに切り替えていくこと。」①住宅協同組合、②市場の商品から 
切り離す運動、③空き家の無償譲渡など施策を提起。	



小山謙一さん（東京都公営住宅協議会）の報告	
l  小山さんは都営光が丘団地光が丘第三アパートの自治会長を務めて

いた。最近でも「うつ病自殺」「８５歳の親が亡くなり５８歳の娘が都営
住宅の入居基準を失い追い出された。彼女は介護に専念し無職だった
。－親が死ぬと６０歳未満の子どもが追い出される制度」「認知症の単
身高齢者の火災で４世帯延焼」など。	

l  東京都の公営住宅戸数は世帯数の３．９％、貧困率の関係から見ても
圧倒的に不足、でも公営住宅を新設されない。その為に、多くの若者
含む都民が入居できず、高齢者のみの都会の限界集落になりつつある
。一方でＵＲ賃貸は一般市場連動家賃となり家賃 

　　が高額化して貧困世帯は入居できるレベルでは 
　　ない。都営住宅の平均応募倍率は１４，７倍　 
　　都営住宅は空いているというが空いていない。 
　　入居者の死亡を待って空きができる。	
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　グループを立ち上げたのは熊本市東区の佐藤彩己子さん（６６）。地震当時、佐藤さんは車中泊し
ている人たちに水や食料を配るなど被災者支援に当たった。活動する中で、夜泣きする子どもを抱
えながらの避難生活に疲弊する母親たちの姿が目に留まった。幼い息子を育てているマキさん（仮
名２０代）。熊本地震の影響で仕事を失い、収入は児童手当など月に数万円ほどになってしまいまし
た。食費を節約するため、小麦粉を水でのばしたものを２歳の息子と分け合って空腹をしのぐほど、
生活は困窮した。	
「シングルマザーの中には収入がぎりぎりで貯蓄がない世帯も多く、被災して職を失うなどすると一
気に貧困状態に陥る。親に頼れないなど、複雑なケースを抱え、行政などのセーフティーネットから
こぼれ落ち、悪循環から抜け出せない人も少なくない」実際、国の調査によると、貯蓄が全くないシ
ングルマザーは３７．６％。さらに熊本県の調査ではひとり親の１６．４％が熊本地震後に収入が減
少したことがわかっています。 
仮設住宅退去後の住まいのめどが立っていない熊本地震の被災者が211世帯に上ることが明らか
になった。14日で地震から3年。仮設住宅は今月から入居期限を順次迎えるが、熊本県は民間賃貸
住宅などを希望する人の再延長は原則認めない方針。希望や経済状況に見合う住まいの「再建先」
が見つかっていない被災者は焦りを募らせる。熊本県と国は、地震から時間が経過して被災地で民
間の空き物件が増えたことなどを踏まえ、民間賃貸住宅や既存の公営住宅への入居希望者を2回
目の期限延長対象から外した。県は「延長要件は見直さない。211世帯には、退去の期限までに再
建先を見つけてもらうように市町村とともに支援を続ける」とする。	
・被災者の生活実態を調査する熊本学園大の高林秀明教授 
（地域福祉論）は「個別事情に応じて延長を認めるべきだ。退去 
後に生活が立ちゆかなくならないよう、一定期間家賃を補助する 
など低所得世帯の生活再建を段階的に支える制度も必要」と提 
言する。	

熊本地震の被災者支援を機に、シングルマザーを支援するグループ	
　　　　　　　　　　「シンママ熊本応援団」	

57 



 
　　「東京アンブレラ基金」の体験　　 
とにかく横でつながること　原発事故被害の特殊性を語りながら特殊化しないこと 
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「今夜、行き場のない人」とは、路上生活の人だけでなく、日本に来たばかりの難民、貧困状態の性的マイノリティ、
子供、原発事故の自主避難者、等々・・・。利用実績から路上生活者だけでなく、行き場のない人全般の分析に 
ARCHが取り組み、よりよい支援のあり方を考えることにつなげます。	
緊急事態に陥った人たちに、今夜の雨から身を守るための「傘」を差し出すための基金です。	
協働団体がそれぞれの活動の中で、行き場のない人に対して緊急宿泊支援を実施。その実績に応じて、基金より
ひとりあたり一泊3,000円を拠出します。	
たとえば200万円集めることができれば。１泊あたり3,000円として約660泊分となり、単純に一泊利用として660人
の「今夜、行き場のない人」の雨露をしのぐ場所を確保することが出来るのです。	
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【部落差別に抵抗した人々の「同和住宅家賃値上げ反対運動」を通して、住み続ける権利を考える。】 
1998年政府は、突然、最大値上げ幅10倍超という同和住宅家賃値上げを強行しました。ようやく暮らしがなりたち
はじめたところに、問答無用で「出ていけ」といわんばかりの値上げに地域住民の多くが反対し運動にたちあがった。
政府は様々な方法でこれを妨害、それに屈しない住民を裁判に訴え、10年間、裁判が争われたそうです。	
問答無用で「出ていけ」といわんばかりの値上げに地域住民の多くが反対し運動にたちあがった。政府は様々な方
法でこれを妨害、それに屈しない住民を裁判に訴え、10年間、裁判が争われた。裁判は、今日各地で判決がださ
れ、どことも「値上げした家賃を払え」と、なかには「住宅を明け渡せ」という判決もありました。「私たちの経験では
裁判で勝てる可能性は少ないと思う。。でも闘いはここから始まるといってよい。住民はこれに屈せず、いくつかの
地域では行政とのねばり強い交渉を行い、家賃は「払える額にする」ことを認めさせたのだ。	



韓国ソウル市開かれた女性センター資料より 

居住脆弱階層の居住支援計画	
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脆弱階層・⾼齢者居住⽀援⽅案の主要内容(国⼟交通省. 2018.10.報告資料)�

§  賃貸住宅供給拡⼤	 ⇒	 §  公共賃貸27万、公共⽀援14万で総41万⼾供給	

§  公共賃貸住宅⽀援制度の改善�
 : 居住⽀援の壁の緩和	

⇒	

§  居住給与⽀援の拡⼤ : 所得認定額の基準向上、
給与⽔準の現実化�

§  庶⺠・実需要者の貸出⾦利の下げ―踏み⽯貸出
⾦利1.5%	

§  即急な居住⽀援が必要な世帯に公共賃貸住宅
の常時⽀援	

§  災害被害者などのための緊急⽀援住宅の導⼊�
§  住宅給与受給者の公共賃貸住宅の⼊居⽀援

（無保証⾦の家賃など）の強化 	

§  購⼊·ジョンセの賃貸保証⾦分割納⼊制度の
導⼊	

§  脆弱階層の住宅⽀援事業の活性
化などで⾮住宅居住者の⽀援 �

	
⇒	

§  住居福祉センターの拡⼤などで伝達システムの強化 �
§  ⾮住宅居住者の実態調査や公共住宅の広報強化 �
§  考試院購⼊型公共リモデリングのモデル事業	



「住み続ける権利―貧困、震災をこえて」の著者である井上英夫さん	
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●日本国憲法22条は、「居住移転の自由」を人 権の一つとして保障している。し
かし、現代の 人権は、「移動の自由」に止まらず、「住み続け る」権利を保障する
ものでなければならないで あろう。 人々が生まれ育った地域、さらには自分の選 
び決定した地域で、一人でも、寝たきりでも、 惚けても、歳をとっても、尊厳をもっ
て暮らせ る。 
●すなわち住み続けるためには、平和的生存 権（憲法前文、9条）を基底とし、人
間の尊厳 すなわち選択の自由・自己決定の権利（憲法13 条）、居住権（22条の
「居住移転の自由」）、労 働権（27条）、教育権(26条）、生存権・生活権・ 健康権
（25条）、環境権（13条、25条）、財産権（29 条）等、いわゆる自由権、社会権を問
わず、人 権が総合的、包括的に保障されなければならな い。 
●確かに、原発爆発の被災地の人々は、強制避 難はもちろん、自主避難の人々
も含めて、生命 の安全のために避難することができなければな らない。さらに避
難先での生活保障が必須であ る。その意味での避難する権利は認められなけ 
ればならない。 しかし、「住み続ける権利」の大前提となる のは、自己決定と選択
の自由の原理である。基 本は、何処であれ、生まれ育った地に住むか、 新天地
に住むか、自分が選び、決めることがで き、その自己決定を、国、自治体の責任
におい て諸制度によって保障するということでなけれ ばならない。	



みなし公営住宅の考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　2017年　津久井進弁護士論文 	
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災害復興の政策として「借り上げ」を活用している例がほかにもあり参考にすべきです。 
 

（1）2007年3月の能登半島地震で被災した石川県穴水町では、民間マンションの借り上げ方
式で町営住宅を供給しました。穴水町が、全18戸ある民間の「やすらぎマンション」を借り上げ、
そのうち約半数を被災者に対する復興公営住宅として利用し、残りの半数を一般の町営住宅
として利用しています。入居期限は、借り上げ期間と同じく2009年5月1日から2024年4月30日
までの15年間です。ただし、期限が来たら一般の民間住宅に移行して賃料が増額になる可能
性があると入居者に伝えているものの、そのときの状況に応じて弾力的に検討する方針であり、

少なくとも明け渡しを求める予定はありません。明け渡しを前提とせず、そこで形成された新た
なコミュニティーを守っていく仕組みとして展開されています。 
 
（2）2011年3月の東日本大震災では、多くの自治体が被災しました。そのうち最も被災規模が
甚大だった宮城県石巻市では、合計172戸の借り上げ公営住宅が供給されました。内訳は、

（A）市の呼びかけに応じて新築されたものが149戸（20棟）、（B）既存の民間賃貸住宅を利用
したものが23戸となっています。石巻市は整備を進めている復興公営住宅（2016年12月現在
の計画戸数4700戸）のうち一部を「市街地における不足分の早期供給過剰ストック解消を目
的に民間賃貸住宅を住戸単位で借上げ、復興公営住宅として供給する」ものとし、この仕組み

を「石巻市既存借上型市営住宅制度」と呼んでいます。 
	



貧困と格差の拡大問題を解決していくための課題　 
　　　　－反貧困ネットワークからの提言－	

l  子どもの貧困は、大人の貧困である。大人の貧困は、労働の貧困であり、社会保障の貧
困である。労働と社会保障の貧困は、私たちの社会の貧困である。	

l  2017年6月に厚生労働省が発表した2015年のわが国の相対的貧困率は、国民全体の
貧困率が15.6%、子どもの貧困率が13.9%、一人親世帯の貧困率が50.8%となっている
。わが国では国民の6人に一人が、子どもの7人に一人が、一人親世帯の２世帯に１世帯
が貧困状態におかれていることになる。わが国で貧困と格差が拡大してきた背景には、

脆弱な社会保障制度と非正規労働者・働く貧困層（ワーキングプア）の拡大がある。わが
国では、年金だけでは生活できない高齢者が急増しており、生活保護世帯の約５割は高
齢者世帯となっている。	

l  大人の貧困は、労働の貧困であり、社会保障の貧困である。	

l  ひとりの成人が、フルタイムで働いて、自分ひとり食べることにカツカツで、家族を築き、
子どもを育てていくことができないのであれば、それは労働と社会保障が役割を果たして

いない。「働けばラクになる」をあっさり否定したのが「ワーキングプア（働く貧困層）」の存
在であったが、残念ながらそのような“労働”はすでにありふれたものになっている。	
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貧困と格差の拡大問題を解決していくための課題　 
　　　　－反貧困ネットワークからの提言－	
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生活保護利用者は現在、約210万人（約163万5000世帯）いるが、それは本来受け取る権利のある人の15％
か16％。多く見積もって2割程度だとされる。欧米ではその捕捉率が50％以上あり、ドイツは70％以上、英国
は80％を超えているという。その名称も「連帯所得」（フランス）、「基礎生活保障」（韓国）などで、国から恩恵
や施しを受けているような印象を与える「保護」の語を使用している国はないとされる。しかも、安倍政権になっ
て生活保護費の切り下げが続く。2013年、14年、15年に続き、18年10月から3年間かけて生活保護費が段階
的に引き下げられる。「人間の尊厳と命を削るものだ」として全国で訴訟が提起されている。	
	
貧困と格差の拡大を是正するには、	
まず第一に、全国一律の最低賃金制度の確立と最低賃金制度の大幅引き上げ、非正規労働者の待遇改善と
正規化促進、同一価値同一労働賃金制度の確立、労働者派遣法の抜本的改正、長時間労働の規制強化、
職業訓練・職業教育制度の確立などの「普通に働けば人間らしい生活が保障される労働政策」が求められて
いる。	
第二に、生活保護制度の運用改善と権利性を明確にした生活保護法の改正、雇用保険・年金制度の充実、
公営住宅の大量供給、医療・高等教育の無償化など「失業や病気で働けないときでも人間らしい生活ができ
るようにするための社会保障政策」すなわち「権利としての社会保障制度の確立」が求められている。	
第三に、充実した社会保障制度を確立するための財源を確立するための対策として、消費税増税よりも富裕
層・大企業に対する課税の強化、タックスヘイブン（租税回避地）対策の強化など、「公平な税制の確立と所
得・富の再分配政策」が求められている。	

	


